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一般社団法人静岡県産業環境センター 定款 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人静岡県産業環境センターと称する。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を静岡県浜松市に置く。 

 

   第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、事業活動に伴って生じる労働環境及び生活環境（以下「産業環境」 

という。）に関し、労働災害の防止、労働衛生の向上及び生活環境の保全を推進すること 

により、健康で明るい地域社会を構築するとともに、健全な産業の発展に寄与すること

を目的とする。 

 

 (事業) 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１）労働安全衛生及び環境保全に関する教育及び指導の事業 

 （２）労働衛生及び環境保全に関する調査測定分析の事業 

 （３）産業環境に関する改善を支援する事業 

 （４）労働災害の再発防止に関する調査研究及び指導の事業 

 （５）産業環境に関する情報を収集し提供する事業 

 （６）国及び地方公共団体の活動に協力する事業 

 （７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会員 

 （法人の構成員） 

第５条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によ

りこの法人の会員となったものをもって構成する。 

２ 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

 

（会員の資格の取得） 
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第６条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、

理事会の承認を受けなければならない。 

 

 （経費の負担） 

第７条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった

時及び毎年、総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。 

 

 (任意退会) 

第８条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会

することができる。 

 

 （除名） 

第９条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を

除名することができる。 

 （１）この定款その他の規則に違反したとき。 

 （２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（３）その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

 （会員資格の喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その

資格を喪失する。 

 （１）第７条の支払義務を２年以上履行しなかったとき。 

 （２）すべての会員が同意したとき。 

 （３）当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

   第４章 総会 

（構成） 

第１１条 総会は、すべての会員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とす

る。 

 

 （権限） 

第１２条 総会は、次の事項について決議する。 
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 （１）会員の除名 

 （２）理事及び監事の選任又は解任 

 （３）理事及び監事の報酬等の額 

 （４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

 （５）定款の変更 

 （６）解散及び残余財産の処分 

 （７）その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

 （開催） 

第１３条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催するほか、臨

時総会として必要がある場合に開催する。 

 

 （招集） 

第１４条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長

が招集する。 

２ すべての会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総

会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

 

 （議長） 

第１５条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障がある

ときは、当該総会において、会員の中から選出する。 

 

 （議決権） 

第１６条 総会における議決権は、会員１名につき１個とする。 

 

 （決議） 

第１７条 総会の決議は、すべての会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席し

た当該会員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての会員の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行う。 

 （１）会員の除名 

 （２）監事の解任 

（３）定款の変更 
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（４）解散 

（５）その他法令で定められた事項 

３ 総会に出席できない会員は、委任状を理事長に提出して代理人によってその議決権を

行使し、又は議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合におい

ては、当該会員は出席したものとみなし、当該議決権の数を前２項の出席した会員の議

決権の数に算入する。 

 

 （議事録） 

第１８条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び出席した会員の中から総会において選出された議事録署名人２名は、前項の

議事録に記名押印する。 

 

   第５章 役員 

 （役員の設置） 

第１９条 この法人に、次の役員を置く。 

 （１）理事 １０名以上２０名以内 

 （２）監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を理事長、１名を専務理事とし、１名を常務理事とすることができる。 

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、

専務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

 （役員の選任） 

第２０条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２ 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ この法人の理事のうちには、理事のいずれか１名及びその親族その他特殊の関係があ

る者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはなら

ない。 

４ この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及び

この法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関

係があってはならない。 

 

 （理事の職務及び権限） 

第２１条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執
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行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を

執行し、専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執

行し、常務理事は専務理事を補佐する。 

３ 理事長及び専務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の 

 執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

 （監事の職務及び権限） 

第２２条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び

財産の状況の調査をすることができる。 

 

 （役員の任期） 

第２３条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時総会の終結の時までとする。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

３ 理事又は監事は、第１９条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての

権利義務を要する。 

 

 （役員の解任） 

第２４条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

 （役員の報酬等） 

第２５条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事長、常勤の理事及び常勤の監事

に対しては、総会において承認された額を報酬等として支給することができる。 

 

 （損害賠償責任の免除等） 

第２６条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１４条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 

２ この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１１５条第１項の規定に
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より、外部理事及び外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す  

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第１

１３条第１項で定める最低責任限度額とする。 

 

  第６章 理事会 

（構成） 

第２７条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

 （権限） 

第２８条 理事会は、次の職務を行う。 

 （１）この法人の業務執行の決定 

 （２）理事の職務の執行の監督 

 （３）理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第２９条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事又は常務理事が理事会 

を招集する。 

 

 （決議） 

第３０条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の要

件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

 （議事録） 

第３１条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠けた

とき又は理事長に事故があるときは、出席した理事及び監事が記名押印する。 

 

   第７章 資産及び会計 

 （事業年度） 
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第３２条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

 （事業計画及び収支予算） 

第３３条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前

日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場

合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く

ものとする。 

 

 （事業報告及び決算） 

第３４条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書

類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 （１）事業報告 

 （２）事業報告の附属明細書 

 （３）貸借対照表 

 （４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

 （５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち第１号については、定時総会に報告するものとし、第

３号及び第４号については、定時総会の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類及び監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款及び会員

名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

 

 （剰余金の処分制限） 

第３５条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

   第８章 定款の変更及び解散 

 （定款の変更） 

第３６条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

 （解散） 

第３７条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１４８条に規定す 

る事由により解散する。  
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 （残余財産の帰属） 

第３８条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に揚げる法人又は国

若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

   第９章 公告の方法 

 （公告の方法） 

第３９条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、

官報に掲載する方法による。 

 

   第１０章 補則 

 （事務局） 

第４０条 この法人に、事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

 

 （実施細則） 

第４１条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。 

 

   附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条

第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登

記の日から施行する。 

２ この法人の最初の理事長は、中安茂夫とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項におい

て読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と一般

法人の設立の登記を行ったときは、第３２条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前

日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

 















































一般社団・財団法人第128条及び当法人定款第39条の規定による公告

24.4.16　鈴木
     　令和7年3月31日現在 　　（単位:円）

科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減
 Ⅰ 資産の部
 　 １　流動資産
 　　　   現金預金 207,547,585 190,623,180 16,924,405
 　　　　 有価証券 10,000 10,000 0
 　　　　 未収金 155,906,246 152,851,265 3,054,981
 　　　　 受取手形 0 114,400 △ 114,400
 　　　　 前払金 328,137 325,742 2,395
 　　　　 立替金 0 0 0
 　　　　 仮払金 0 0 0
 　　　 流動資産合計 363,791,968 343,924,587 19,867,381
 　 ２　固定資産
 　  (1)特定資産
 　　　　 退職給付引当資産 49,541,290 46,641,721 2,899,569
 　　　　 役員退職慰労引当資産 6,525,000 5,925,000 600,000
 　　　　 減価償却引当資産 110,830,000 110,830,000 0
 　　　 特定資産合計 166,896,290 163,396,721 3,499,569
 　　(2)その他固定資産
 　　　　 土地 305,100,000 305,100,000 0
 　　　　 建物 169,928,327 180,222,438 △ 10,294,111
 　　　　 構築物 1,906,720 1,240,140 666,580
 　　　　 機器 31,573,398 37,137,953 △ 5,564,555
 　　　　 什器備品 3,671,932 3,412,024 259,908
　　　　　船舶 3 3 0
 　　　　 車両運搬具 8,776,499 8,509,524 266,975
　　　　　保険積立金 5,879,664 4,759,728 1,119,936
　　　　　ソフトウェア 20,755,276 2,200,000 18,555,276
 　　　 その他固定資産合計 547,591,819 542,581,810 5,010,009
 　　　 固定資産の部合計 714,488,109 705,978,531 8,509,578
 　　　 資産の部合計 1,078,280,077 1,049,903,118 28,376,959
 Ⅱ 負債の部
 　 １　流動負債
 　　　　 未払金 8,875,034 9,368,109 △ 493,075
 　　　　 預り金 5,939,529 12,069,252 △ 6,129,723
 　　　　 仮受金 0 0 0
 　　　　 前受金 0 0 0
 　　　　 賞与引当金 30,000,000 27,000,000 3,000,000
　　　　　短期借入金 0 0 0
 　　 　流動負債合計 44,814,563 48,437,361 △ 3,622,798
 　 ２　固定負債
 　　　　 長期未払金 15,677,063 0 15,677,063
 　　　　 退職給付引当金 49,541,290 46,641,721 2,899,569
　　　　　役員退職慰労引当金 6,525,000 5,925,000 600,000
 　　　 固定負債合計 71,743,353 52,566,721 19,176,632
 　　　 負債の部合計 116,557,916 101,004,082 15,553,834
 Ⅲ 正味財産の部
 　 １  指定正味財産 0 0 0
 　　　 指定正味財産合計 0 0 0
 　 ２  一般正味財産 961,722,161 948,899,036 12,823,125
 　　　 正味財産合計 961,722,161 948,899,036 12,823,125
　　　　負債及び正味財産合計 1,078,280,077 1,049,903,118 28,376,959

  令 和 ６ 年 度　決 算 報 告

　　　　　　　                貸　借　対　照　表



     一般社団・財団法人第128条及び当法人定款第39条の規定による公告

24.4.16　鈴木
     　令和6年3月31日現在 　　（単位:円）

科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減
 Ⅰ 資産の部
 　 １　流動資産
 　　　   現金預金 190,623,180 157,134,837 33,488,343
 　　　　 有価証券 10,000 10,000 0
 　　　　 未収金 152,851,265 150,270,904 2,580,361
 　　　　 受取手形 114,400 0 114,400
 　　　　 前払金 325,742 336,251 △ 10,509
 　　　　 立替金 0 0 0
 　　　　 仮払金 0 0 0
 　　　 流動資産合計 343,924,587 307,751,992 36,172,595
 　 ２　固定資産
 　  (1)特定資産
 　　　　 退職給付引当資産 46,641,721 44,376,522 2,265,199
 　　　　 役員退職慰労引当資産 5,925,000 10,125,000 △ 4,200,000
 　　　　 減価償却引当資産 110,830,000 100,830,000 10,000,000
 　　　 特定資産合計 163,396,721 155,331,522 8,065,199
 　　(2)その他固定資産
 　　　　 土地 305,100,000 305,100,000 0
 　　　　 建物 180,222,438 187,456,651 △ 7,234,213
 　　　　 構築物 1,240,140 6,326,628 △ 5,086,488
 　　　　 機器 37,137,953 47,230,586 △ 10,092,633
 　　　　 什器備品 3,412,024 5,030,752 △ 1,618,728
　　　　　船舶 3 3 0
 　　　　 車両運搬具 8,509,524 6,067,134 2,442,390
　　　　　保険積立金 4,759,728 3,639,792 1,119,936
　　　　　ソフトウェア 2,200,000 0 2,200,000
 　　　 その他固定資産合計 542,581,810 560,851,546 △ 18,269,736
 　　　 固定資産の部合計 705,978,531 716,183,068 △ 10,204,537
 　　　 資産の部合計 1,049,903,118 1,023,935,060 25,968,058
 Ⅱ 負債の部
 　 １　流動負債
 　　　　 未払金 9,368,109 9,582,731 △ 214,622
 　　　　 預り金 12,069,252 6,648,286 5,420,966
 　　　　 仮受金 0 0 0
 　　　　 前受金 0 0 0
 　　　　 賞与引当金 27,000,000 20,000,000 7,000,000
　　　　　短期借入金 0 0 0
 　　 　流動負債合計 48,437,361 36,231,017 12,206,344
 　 ２　固定負債
 　　　　 退職給付引当金 46,641,721 44,376,522 2,265,199
　　　　　役員退職慰労引当金 5,925,000 10,125,000 △ 4,200,000
 　　　 固定負債合計 52,566,721 54,501,522 △ 1,934,801
 　　　 負債の部合計 101,004,082 90,732,539 10,271,543
 Ⅲ 正味財産の部
 　 １  指定正味財産 0 0 0
 　　　 指定正味財産合計 0 0 0
 　 ２  一般正味財産 948,899,036 933,202,521 15,696,515
 　　　 正味財産合計 948,899,036 933,202,521 15,696,515
　　　　負債及び正味財産合計 1,049,903,118 1,023,935,060 25,968,058

  令 和 ５ 年 度　決 算 報 告

　　　　　　　                貸　借　対　照　表



       一般社団・財団法人第128条及び当法人定款第39条の規定による公告

24.4.16　鈴木
     　令和5年3月31日現在 　　（単位:円）

科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減
 Ⅰ 資産の部
 　 １　流動資産
 　　　   現金預金 157,134,837 164,365,966 △ 7,231,129
 　　　　 有価証券 10,000 10,000 0
 　　　　 未収金 150,270,904 146,779,979 3,490,925
 　　　　 受取手形 0 187,000 △ 187,000
 　　　　 前払金 336,251 306,632 29,619
 　　　　 立替金 0 0 0
 　　　　 仮払金 0 0 0
 　　　 流動資産合計 307,751,992 311,649,577 △ 3,897,585
 　 ２　固定資産
 　  (1)特定資産
 　　　　 退職給付引当資産 44,376,522 44,310,479 66,043
 　　　　 役員退職慰労引当資産 10,125,000 9,525,000 600,000
 　　　　 減価償却引当資産 100,830,000 100,830,000 0
 　　　 特定資産合計 155,331,522 154,665,479 666,043
 　　(2)その他固定資産
 　　　　 土地 305,100,000 305,100,000 0
 　　　　 建物 187,456,651 200,855,916 △ 13,399,265
 　　　　 構築物 6,326,628 12,784,289 △ 6,457,661
 　　　　 機器 47,230,586 38,237,578 8,993,008
 　　　　 什器備品 5,030,752 6,119,060 △ 1,088,308
　　　　　船舶 3 3 0
 　　　　 車両運搬具 6,067,134 7,423,420 △ 1,356,286
　　　　　保険積立金 3,639,792 2,519,856 1,119,936
 　　　 その他固定資産合計 560,851,546 573,040,122 △ 12,188,576
 　　　 固定資産の部合計 716,183,068 727,705,601 △ 11,522,533
 　　　 資産の部合計 1,023,935,060 1,039,355,178 △ 15,420,118
 Ⅱ 負債の部
 　 １　流動負債
 　　　　 未払金 9,582,731 14,219,560 △ 4,636,829
 　　　　 預り金 6,648,286 7,412,752 △ 764,466
 　　　　 仮受金 0 0 0
 　　　　 前受金 0 0 0
 　　　　 賞与引当金 20,000,000 20,000,000 0
　　　　　短期借入金 0 0 0
 　　 　流動負債合計 36,231,017 41,632,312 △ 5,401,295
 　 ２　固定負債
 　　　　 退職給付引当金 44,376,522 44,310,479 66,043
　　　　　役員退職慰労引当金 10,125,000 9,525,000 600,000
 　　　 固定負債合計 54,501,522 53,835,479 666,043
 　　　 負債の部合計 90,732,539 95,467,791 △ 4,735,252
 Ⅲ 正味財産の部
 　 １  指定正味財産 0 0 0
 　　　 指定正味財産合計 0 0 0
 　 ２  一般正味財産 933,202,521 943,887,387 △ 10,684,866
 　　　 正味財産合計 933,202,521 943,887,387 △ 10,684,866
　　　　負債及び正味財産合計 1,023,935,060 1,039,355,178 △ 15,420,118

  令 和 ４ 年 度　決 算 報 告

　　　　　　　                貸　借　対　照　表



        一般社団・財団法人第128条及び当法人定款第39条の規定による公告

24.4.16　鈴木
     　令和4年3月31日現在 　　（単位:円）

科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減
 Ⅰ 資産の部
 　 １　流動資産
 　　　   現金預金 164,365,966 151,842,540 12,523,426
 　　　　 有価証券 10,000 10,000 0
 　　　　 未収金 146,779,979 133,755,439 13,024,540
 　　　　 受取手形 187,000 2,593,016 △ 2,406,016
 　　　　 前払金 306,632 331,643 △ 25,011
 　　　　 立替金 0 0 0
 　　　　 仮払金 0 0 0
 　　　 流動資産合計 311,649,577 288,532,638 23,116,939
 　 ２　固定資産
 　  (1)特定資産
 　　　　 退職給付引当資産 44,310,479 41,286,000 3,024,479
 　　　　 役員退職慰労引当資産 9,525,000 8,925,000 600,000
 　　　　 減価償却引当資産 100,830,000 94,830,000 6,000,000
 　　　 特定資産合計 154,665,479 145,041,000 9,624,479
 　　(2)その他固定資産
 　　　　 土地 305,100,000 305,100,000 0
 　　　　 建物 200,855,916 208,602,507 △ 7,746,591
 　　　　 構築物 12,784,289 19,310,946 △ 6,526,657
 　　　　 機器 38,237,578 40,211,124 △ 1,973,546
 　　　　 什器備品 6,119,060 3,358,734 2,760,326
　　　　　船舶 3 3 0
 　　　　 車両運搬具 7,423,420 5,375,206 2,048,214
　　　　　保険積立金 2,519,856 1,399,920 1,119,936
 　　　 その他固定資産合計 573,040,122 583,358,440 △ 10,318,318
 　　　 固定資産の部合計 727,705,601 728,399,440 △ 693,839
 　　　 資産の部合計 1,039,355,178 1,016,932,078 22,423,100
 Ⅱ 負債の部
 　 １　流動負債
 　　　　 未払金 14,219,560 7,360,137 6,859,423
 　　　　 預り金 7,412,752 6,395,290 1,017,462
 　　　　 仮受金 0 0 0
 　　　　 前受金 0 0 0
 　　　　 賞与引当金 20,000,000 22,000,000 △ 2,000,000
　　　　　短期借入金 0 0 0
 　　 　流動負債合計 41,632,312 35,755,427 5,876,885
 　 ２　固定負債
 　　　　 退職給付引当金 44,310,479 41,286,000 3,024,479
　　　　　役員退職慰労引当金 9,525,000 8,925,000 600,000
 　　　 固定負債合計 53,835,479 50,211,000 3,624,479
 　　　 負債の部合計 95,467,791 85,966,427 9,501,364
 Ⅲ 正味財産の部
 　 １  指定正味財産 0 0 0
 　　　 指定正味財産合計 0 0 0
 　 ２  一般正味財産 943,887,387 930,965,651 12,921,736
 　　　 正味財産合計 943,887,387 930,965,651 12,921,736
　　　　負債及び正味財産合計 1,039,355,178 1,016,932,078 22,423,100

  令 和 ３ 年 度　決 算 報 告

　　　　　　　                貸　借　対　照　表



        一般社団・財団法人第128条及び当法人定款第39条の規定による公告

24.4.16　鈴木
     　令和3年3月31日現在 　　（単位:円）

科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　減
 Ⅰ 資産の部
 　 １　流動資産
 　　　   現金預金 151,842,540 148,749,449 3,093,091
 　　　　 有価証券 10,000 10,000 0
 　　　　 未収金 133,755,439 135,513,811 △ 1,758,372
 　　　　 受取手形 2,593,016 2,859,867 △ 266,851
 　　　　 前払金 331,643 341,606 △ 9,963
 　　　　 立替金 0 0 0
 　　　　 仮払金 0 0 0
 　　　 流動資産合計 288,532,638 287,474,733 1,057,905
 　 ２　固定資産
 　  (1)特定資産
 　　　　 退職給付引当資産 41,286,000 53,183,084 △ 11,897,084
 　　　　 役員退職慰労引当資産 8,925,000 8,325,000 600,000
 　　　　 減価償却引当資産 94,830,000 94,830,000 0
 　　　 特定資産合計 145,041,000 156,338,084 △ 11,297,084
 　　(2)その他固定資産
 　　　　 土地 305,100,000 305,100,000 0
 　　　　 建物 208,602,507 209,598,494 △ 995,987
 　　　　 構築物 19,310,946 25,837,602 △ 6,526,656
 　　　　 機器 40,211,124 38,276,688 1,934,436
 　　　　 什器備品 3,358,734 2,263,520 1,095,214
　　　　　船舶 3 41,923 △ 41,920
 　　　　 車両運搬具 5,375,206 7,304,734 △ 1,929,528
　　　　　保険積立金 1,399,920 279,984 1,119,936
 　　　 その他固定資産合計 583,358,440 588,702,945 △ 5,344,505
 　　　 固定資産の部合計 728,399,440 745,041,029 △ 16,641,589
 　　　 資産の部合計 1,016,932,078 1,032,515,762 △ 15,583,684
 Ⅱ 負債の部
 　 １　流動負債
 　　　　 未払金 7,360,137 10,122,665 △ 2,762,528
 　　　　 預り金 6,395,290 6,283,770 111,520
 　　　　 仮受金 0 0 0
 　　　　 前受金 0 0 0
 　　　　 賞与引当金 22,000,000 24,000,000 △ 2,000,000
　　　　　短期借入金 0 0 0
 　　 　流動負債合計 35,755,427 40,406,435 △ 4,651,008
 　 ２　固定負債
 　　　　 退職給付引当金 41,286,000 53,183,084 △ 11,897,084
　　　　　役員退職慰労引当金 8,925,000 8,325,000 600,000
 　　　 固定負債合計 50,211,000 61,508,084 △ 11,297,084
 　　　 負債の部合計 85,966,427 101,914,519 △ 15,948,092
 Ⅲ 正味財産の部
 　 １  指定正味財産 0 0 0
 　　　 指定正味財産合計 0 0 0
 　 ２  一般正味財産 930,965,651 930,601,243 364,408
 　　　 正味財産合計 930,965,651 930,601,243 364,408
　　　　負債及び正味財産合計 1,016,932,078 1,032,515,762 △ 15,583,684

  令 和 ２ 年 度　決 算 報 告

　　　　　　　                貸　借　対　照　表
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